
号外第 ６９ 号）
」

（３分冊の

明

帖

＝

十

五

年
一一一
月
一一一
十
一

目

（号 外〕

Ｏ

○

国

家

公

務

＾

共

済

魁

合
法

に
よ

る

再

評

価

率

切

改

定

等

に

田

す

る

政

令

＾
八

二
）

○
地

方

公

務

員

等

共

靖

組

合

法

に
よ

る

再
呼

価
率

⑳

改
定

笛

に

関
す

る

政

令

＾
八

三
〕

○

睡

人

等

⑳

被

害
に

つ
い

て

晒

給

付

に

関

す

る

法

律

施

行

令

切

一

部
を

改

正

す

る

政

令

＾
八

四
）

○
公
立
籔
務
暇
育
階
学
赦
初
学
級
編
制
及
ぴ

敦
醐
口
定
数
の
蠣
串
に
距
す
み
法
律
施
行

令

の

一

部

を

改

正

す

る
政

令

＾
八

五
〕

○

小

規

棋

企

業

井

済

法

施

行
令

の

一
部

註

改

正

す

る

政

令

＾
八

六
〕

○

水
先

撞

施

行
令

の

一

部

左

改

正

す

る
政

令

＾
八
七
）

○

佃

気
－
咀
－
帽
基
血
肚
由
川
由
－
田
－
瞠
…
拙
”
ｏ
吐
瞠
用
⊥
ハ
条

第

＝

号

の

資

金

の

管

付

け
を

定
め

る

政

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

＾
八
八
〕

○

自

然

公

圓

法

描

行

令

の

一

部

左

改
正

す

る

政
令

〔
八
九
）

○

児

竈
扶

芸

手

当
法

施

行
令

寧

切

一

部
を

改

正

す

る

政

令

〔
九
〇
〕

薬
事
法
関
孫
手
数
料
令

＾
九

二

〇

国

民
年

金

桂

に

よ

る

改

定
率

切

改
定

等

に

関
す

る

政

令

＾
九

二
〕

〔
府

令
〕

○

防

衛
施

股

片

組
織

親

則
の

一

部

荏

改

正
す

る

内

閣

府

令

＾
内

闇

国
一一
二
〕

〔
省

令
〕

○

血

族

国

庫

ｏ
券

の

発

行

交

付
等

に

関
す

る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

＾
財
碕
二
〇
〕

○

戦

没

者

箒

切

迫

族
に

対
す

る

特

別

弔

慰

金

支

給

法

第

五

条

第

＝

項

肥
規

定

に

よ

ｏ

発

行

す

る

国

伽

切

開

行

交

付

寧
に

関
す

る

省

令

切

一

部

を

改

正

す

る

省

令

＾
同
二

こ

○

証

静
を

も

つ

て

す

る

掘

入

納
付

に

関
す

る

法

律
施

行

細

則
等

ω

一

部

壱

改

正

す

る
省

命

＾
同
＝
＝
〕

＝高
一^

目
而
…

…

次

官平成 １７ 年 ３ 月 ３０ 日 水曜日

〔
法

律
〕

○
恩
給
法
切
一
部
を
晩
正
す
る
法
律

｛
六
〕

○
半
島
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

＾
七
〕

○

山

村

振

興
法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

＾
八
〕

○

児

竈

扶

着

手

当

硅

に

よ

る

児

武

扶

讐

手

当

切
額

等

㊧

改

定

価

特

例
に

関

す

る

法

律

＾
九
〕

○

戦

投

者

等

の

竈

族

に

対

す

る

特

別

弔

慰

金

支

給

法

切

一

部

を

改

正

す

る

法

律

二

〇
〕

〔
政

令
〕

○

総

務

省

細

織

令

切

一

部

壱

改

正

す

る

政

令

（
七

六
〕

○

厚

生

弟

肋

省

組

織

令

の
一

部

を

改

正

す

る

政
令

＾
七
七
〕

ｏ

＾

耕

水

産
省

組
幟

令

切

一

部

を

改

正

す

る

政
令

＾
七
八
）

○

国
土

交

通

省

組

撤

令

等

の

一

部

を

改

正

す

る
政
令

＾
七
九
〕

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
授
機
椙
法
施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

＾
八

ｏ
〕

○
思
給
給
与
規
則
及
ぴ
国
会
蹴
員
互
助
年
金

法

施

行

令

の
一

部

を

改

正

す

る
政

令

＾
八

一
〕

豆；

孟
一一
〇三

一一^
云呂

Ｏ

○
財

政
舳
肥
＾
資

金

預

暁

金
取

掘

規
則

等

皿

一

‘

部
を

改

正

す

る

省

令

＾
同

二

三
〕

○

彗

法
関
係
手
敬
料
規
則
の
一
部
を
改
正
・

す

る

省

令

＾
［
生

蝸
〇

五

二
〕

○
団
暢
用
医
藁
品
等
手
数
料
規
則

＾
口

林

水

置

四

〇
）

○

小

規
棋

企

業

共

済

法

抽

行

規

則

の
一

部

を

改

正

す
る

省
令

＾
挺

済

虜

党

三

八
〕

〔
告

示
〕

○

白

然

公

圓
法

施

行

令

附

則

第

三

項

に

規
定

す

る

指
定

区
城

⑳

一

部

を

改

正

す

る

件

｛
珊
靱
二
五
〕

一
兀壷

一一

頸
本
号
で
公
布
さ
れ
た

議

法
令
の
あ
ら
ま
し

鱗

一
麗

一
囲

φ
圃
蛤
監

ω
一
部

崔
誼

正
す
る
濫
筍

＾
法

律
踊
六
号
〕
＾
総

諦
省
〕

１

圃

蛉
桐
者
屹

係
る
失
梱
等
晒
届

由
義

瑚
に
関
す

る
規

定

崔

削

曲

す

る

こ

と

と

し

た
．
＾
思

捕

怯

第

九

茱

ノ

三

閲

唾
呈

思

給

相

者

が

死

亡

し

た

壇

合

に

串

Ｈ

る

宋

支

給

金

切

囎

求
に

コ

い

て
、

来

支

飴

金

症

景

吋

畳

梱

利

控

有

す

る

相

触

人

町

肥

同
順

位
者

が

＝

人

以

上

畠

る

と

音

は
、

モ

肥

う

ち

の

一

人
州

し

た

誼

求

は

全

貝

晒

た

め

モ

田

全

曲

忙

つ

音
し

症

も
耐

と

尭

な

す

こ

と

と

し
，

従

来

鑓

損

付

け

て

い

た

儲

代

者

遡

任

屈

の

提

出

吉

庇
止

す

る
｝
」
と

と

し

た

二

周

給

法

第

一

〇

粂

ノ
一一一
閲

棉
〕

茗

失

描

等

の

届

出

軸

肪

連

反

音
に

対

す

る

過

斜
に

関

す

る

規

定

由

削

除

す

る
｝」
と

と

し

た
．
＾
思

給

法

蹄

八
一
一
兼

ノ

四

関

偶
〕

４

讐

通

思

胎

又
は

扶

助

料

で
、

か

つ
て

一

時

思

給

尊
左

曼

け

た

こ

と

に

よ

〇

一

定

額

が

抽

噛

吉

れ

た

金

額

崔

磁
灘
擦
五

φ

半

口
掘

唖

珪

の
一

部

走
苗

正

す

る

珪

榊
＾
法

律

第

七

号
〕

｛
国
土
交

亜
省
〕

１

半

島
掘

興

畦

切

目

的

忙

半

島

地

域

切

自

立

的

発

展

在

追

加
す

る
一」
と

と

し

た
。
＾
第

一

集

関

係
〕

呈

関

係

都

適

府

県

知

事

田

作

成
す

る

半

島

掘

回

計

画

に

定

め

る

事

項

と

Ｌ

て
、

国

内

及
ぴ

国

外

晒

地

域

と

晒

交

跣

切

促

瑳

関

す

着

事

項

並

ぴ
に

ホ

書
、

風

皆
、

地

頸

災

害

＾
地

竈

に

伴

い

兜
生

す

る

津

披

等

に

よ

ｏ

生
ず

る

披

皆

壱

含

む
．
〕
モ

の

仙
田

災

害

崔

肪

除

す

る

た

出

に

雌

理
な
国
土

保
全
施

股
博
碗
嘘
偏
に
関
す

る
事
項
を
追
加

す

君
，
」
と

と
し

た
。
＾
館

四

条

閥

係
〕

ヨ

国

及
ぴ

地

カ

公

共

田

体

帖
、

半
畠

掘

興

剥

蝿

実

施

地

域

に

培

け

る

高
由
拮
…
報

掴

侶

ネ

ッ
ト

ワ

ー

ク

そ
の

他

の

鰯
磯
灘
鱗
鱗搬
蟻

＾
鏑

一

三

条
、

係
〕

鏑

＝
一
秦

の
＝
及
ぴ

第
一
五
案
の
二

関



号外第 ６９ 号水曜日平成 １７ 年 ３ 月 ３０ 日２

＾
原

手
邊

弾

被

邊

岩

に

対

す

る

援

頸

に

関

す

る
法

常

施

行

令

の
一

部

故

正
〕

苗
四
集

原
子

蠣

嚢

者
に

対
す

る
担
固
に
田
す
君
法

律
加
行
令

＾
平
崩
七
年
政
令
第
＝
十

六
号
－

晒
一
部
崔

吹

切

よ

う

ヒ

改

正
す

る
．

備

十

七

魚

中

『
平

成

十

一

年

四

月
』

一

『
平

庇
十

七

年

囲

月
」

に
、
「
十
＝

芳

九

千

穴

百

円
」

崔

『
士
一
芳

五

千

丑

百

四

十

円
』

ヒ
、

孟

万

千

五

百

五

十

円
」

吉

「
五

万

五
十

円
」

に
、
Ｈ
四

万
八

千

伍

十

目
」

崔

届

万

六

千

六

百
五

十

円
」

に
、
「
三

万

四

千
一
二
百

三

十

円
」

を

］
三

万
三
千
三

百
亘
十

旦

に
、
二

万
七

千
＝
百
＝
十

旦

崔

二

万

六

千
七

百

＝

十

円
」

忙

誼

お

る
、

附

則

＾
施
行
期

且

簑

一

条

こ

の

政

令

は
，

平

成

十

七

年

四

月

一

目
か

昌

施

行

す

る
．

＾
超
肥
拍

口
〕

籔
一
一
集

平
成
十

七
年
四
月

以
障
垣

月
分
の
児
‘
扶
簑
手

当

に

コ

い

て
，

児

竈

接

簑

手

当

法

忙

よ

暑

児

ｉ

扶

讐

手

当

切

頷

町

画

改

定

の

特

例

ヒ

田

す

着

法

律

＾
平

戚

十

七

牛

法
律
踊
九
号
〕

覧
一
項

切
規
定
切
遺
用
が
畠
る

拐
合

に

由

い

て

は
，

第

一

架

固

規

定

に

よ

君

改

正

撞

の

児
ｉ

扶

讐

手

当

法

加

行

令

＾
附

則

第

四

条
忙

増

い

て
「
新

令
」

と

い

う
Ｊ

焦

＝

条

切

四

篇

二

項

中

『
Ｏ
・

〇

一

八

＝
ハ

一

八
」

と

あ

る

田

は
、
「
Ｏ

・

〇

一

八

四
九

＝

…

と

す

る

。

籔

三

集

平

成

十

七

年

亘

月

哩

前

の

月

分

田

児

ｉ

基

竈

手

当

固

支

船

田

制

眼

忙

つ

い

て

は
、

な

お

従

前

切

例

に

よ

る
。

竈

四

集

新

令

距

五

集

の
＝

第

＝

項

切

規

定

は
、

，」
の
岐

令

の
拙

行

切

目

以

控

忙

行

わ

れ

る

児

ｉ

挟

讐

手

当

硅
第

十

二

条

第

二

項

切

規

定

に

よ

る
遍

邊

に

コ

い

て
、

適

用

す

る
．

２

平
戚

十

七

年

三

月

以

前

の

月

分

皿

児

ｏ

扶

讐

手

当

㊧

児
竈
扶
簑
手
当
法
第
十
二

集
第
二
項
の
規
定
に
よ

石
遍

坦
ヒ

つ

い

て

は
、

新

令

第

五

集

切

＝

第

＝

項

⑩

親

定

ヒ

よ
ｏ
遍

ｏ
す

…
」
と
と
な
る

金
竈
が

塗

集
の
規
定
忙

よ

君

設

正

前

切

児

ｉ

扶

讐

手

当

睦

施

行

命

第

孟

集

田

二

第

＝

項

に

規

定

す

君

金

頷

壱

超

え

る

場

台

＾
児

竈

扶

’

け

当

法

第

十
一」一
条

第
一
一
項

第

一

号

に

規

定

す

る

所

佃

由
、

同

令

開

＝

条

の

西

覧

二

項

の

宝

の

上

ｏ

に

掘

サ

舌

区
扮
忙
応
じ
て
、

荒

ぞ
抗
同

奮

中
ｏ
吃
定
曲

轟

未

拙

で

あ

る

切

合

に

盟

る
Ｊ

１＝

喧
、

躬

帝

第

五

貞

晒

＝

第
一
一
羽

の

掴
¶
定
ヒ

か

か

わ

筍

す
，

な

塙

従

前
肥

例
ヒ

よ

看
。

口
生
労
螂

大
臣

月
辻

秀
久

内
咀
蝿
唖
⊥
＾
臣

小
泉
挽
一
郎

萢
■

法

田

係

手

鼓

料
令

崔
’」
こ

に

公

布

す

る
．

御

者

御

■

平
成
十
七

誓

二
月
三
十
目

内
闇
控
理
大
臣

小
泉
舳
一
郎

饒

“
竈
九

十
一
号

彗

桂
関
偏
手
撒
料
令

内
顯
胆
、

肇

諸

＾
昭
和
一一一
十
五
年
誼
偉
螂
百
四
十
玉

号
〕

鉗
＝
十
三
集

薗

法
焦
匝
十

集
垣
三
忙
由
い
て
串
用

す

巷

稻
合

崔

台

む
．
〕，

鏑

七
十

＾

集
第

一

項

及
ぴ

篇
一
一
項

並

ぴ

に

第

八

十
一
一
条

晒
蜆

定
ヒ

基

づ

吉
、

雅

■

桂

田

保

手

哩

脚

令

＾
平
胡

十

二
年

亜

令

蜻

六

十

七

号
〕

田

全

部

壱

改

正

す

昌
，」
の

政

令

吉
刷

定

す

る
．

目
次第

一

竈

国

忙

納

出

呂

手

独

料

魯
…
一

条

－
告
…
十

五

粂
〕

第
二
巾

独
立
行
政
法
人
医
鶉
品
厘
虹
欄
器
掩
合
把
楕

に

納

め
君

手
鼓

料
＾
踊

汁

六

集

・

莞

十

七

索
〕

附
則

籔

一

，

国

忙

抽

め

る

手

撒
料

＾
型
造
販

窒

切
許
可
の
申

刷
ヒ
係

る
手
撒
岬
の

竈

＾

一
宝

藁

■

法

＾
以

下

「
拷
」

と

い

う
Ｊ

蜻

七

十

八

貞

第

一

項

籔
一

号
に

掲

け

る
者

＾
＾

昌

勘

勒

田

た

畠
ヒ

使

用

さ

れ

君
箏
」
と

が

目

的

と

吉

れ

て
い

る

医
藁

品
，

医
撞

部

外

品

又

は

厘
邊

杷

路

の

四

珀

距
宛

に
偏

る

酢

可

崔

申

ｍ
す

る

者
ヒ

阻

る
Ｊ

が

同

珂

何
規

定

ヒ

よ

Ｏ

国

忙

納

出

な
け

れ
ぼ

な

昌

な
い

手
量

料

田

罰

は
、

＝

万

豆

千

＾

画

円

＾
行

政

手

碗

等

に

由

け

君

柵

靱

遍

何

晒
技

嗣

切
利

用

に

凹

す

昌

港

常

＾
平

庇

十

囲

年

苗
砲

第

百
玉

十

一

号
〕

第
＝

藁

第

一

項

田

規

定
ヒ

上

Ｏ

同
羽

１：
規

定

す

着

Ｏ

手

○

輻

処

理
粗

欄

吉
使

用
し

て

申

酬

す

る

幻

台
＾
以

下
『
ｏ

子

仙

柵

処

理

粗

＾

由

使

用

す

君

靱

合
」

と

い

う

Ｊ

忙

畠

ｏ

て

は
，

二

万

五

手

六

百

円
リ

と

す
着
．

＾
哩

追

販

兜

崇

切

腓

可

の

１

新

の

申
｝

ヒ

係

君

手

舷

糊

の

帽
リ

＾
一
一
崇

桂

第

七

十

八

条

焦

一

項

第
一
一
号

に

邊

研

る

者

＾
｝

昌

聰

物

の

た

め

に

値

用
吉

れ

高

こ
と

が

目
的

と
吉

れ
て
い
｛
厘
螂
品
、

厘
竈
胡
外
品
又
は

医

轟

器

の
黎

拍

朋

兜
に

伽

君

畔

可

晒

１

新

崔
申

竈

す

呂

者

に

眼

君
Ｊ

帥

同

項
の

規
定

ヒ

よ
ｏ

国

忙

軸

出

な

け

れ

咄

な

昌

な
い

手
鼓
料
の
蠣
は
、

一
万
三
千
五
百
円

＾
■
手

裏

処
壇

組

醐

崔

使

用

す

る

契

－
に

畠

コ
て

肚
，

一

万
三

千

二

百

円
〕

と
す

る
．

｛
哩
遣

崇

晒

許

司

回

申

皿

に

儒

る

手

数

料

切

帽
〕

口
一一一
集

法

拍

七

十

＾

集

蜻

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

者

＾
吹

岨

忙

規

定

す

る

音

を

臨

く
．
〕
が

同
集

黄
一

項

切

規

定

に

よ

ｏ

国

に
納

坊

な

け

れ
ぼ

な

昌
肚

い

手
鼓

料

田
拍

は
、

次

晒

各

号
に

拍

げ

畳

区
分

に

応
じ
、

モ
れ

ぞ

れ

当

噛

各

号
ヒ

定
曲

昌

邊

と

す

君
．

一

匪
崇

品
の

黎

適

忙

撫

る

畔

可

＾
窮

三

号

に

掲

げ

る

も
⑳
崔
隙
く
Ｊ

＝
万
七
千
三
百
円

二

医
疽

榊

器

の

回

描

忙

係

暑

酔

可

＾
茨

号
に

掴

け

る

も

の

吉

隙

く
Ｊ

二

万

七

千

三

官

円

三

ヰ

昌

口

噛

切

た
出

に

使

用

さ
れ

る

こ
と

が

目
的

と

さ
れ

て

い

る

雇
蛇

品
，

医
頸

部

外
品

又
ほ

唾

疵

杣

器

の
蜆

造
に

係

る
酢

可

＝

万

五

千

八

百
円

＾
竈

子

柚

軸
迦

理
組

伽

崔

使

用

す

昌

ｏ

合

に

畠

コ

て

は
、

＝

万

五
手
六
百

巴

呈

怯

館

七

十

八

茱

第
一

項
舘

三

号
に

担

庁

る
者

〔
怯

第

十
一一一
条

第

六

項

の

肝
可

切

区
分

晒
変

頁

又
は

追

加

の

畔

司

田

申

｝

壱
す

る
者

忙

咀
る
．〕
加

桂

第

七

十

八

集

第

一

項

の
規

定
ヒ

よ

ｏ

国

忙

抽

出

な

け

れ

ぼ

な

昌

な

い

手

数

科

切
竈

は
、

次

田

吾

号

に

拮
げ

る

厘

卦

に

応
じ
、

モ
れ

ぞ

れ

当

映

告

号

忙

定
出

る
誼

と

す

君
．

一

匿

麩

品
の

製

迫
に

蹄

る
酢

可
の

匝

分
の

壷

更
又

は

迫

加

の
許

可

｛
蹄

三

号

に

掲

げ

る

も

切

崔

隙

く
Ｊ

＝
万
六
千
＝

百
円

二

踵

轟

器
切
理
措
忙
係
巷
酢
可
切
区
分
晒

変
更
又

胆

迫

加

切

肝

可

＾
茨

号
忙

掲

げ

る
も

の

崔
除

く
、
〕

一
一
万

穴

干
＝

百

円

一一一

■

昌

聰
物

晒

た

的

に

使

用

さ

れ

る

こ

と

が

目

的

と

昔

打

て
い

る

医

藁

品
、

医

瞳

部

外

品

又

は

厘

忠

欄

器

の

蜆

適

ヒ

係

る

許

司

切

区

卦

の

変

更

又
肚

迫

加
の

許

可

一
一
万

五

千

＾

百

円

｛
司

手
仙

靱

畑
埋

租
撒

崔

使

用

す

る

ｏ

台
ヒ

畠

コ

て
は
、

＝

万

五

干
六

百
円
〕

壷

造

薫

㊧

酢

可

固

１

新

切

申

副

１＝

係

畳

手

散

料

㊧

邊
〕

＾
四
完

法
鴛
七
十
八
集
錆
一

項
鷺
四
号
に

掲
げ
る
昔
崩

同

項

切

規

定

に
上

ｏ

国
ヒ

納

曲

な

け

れ

ぱ

な

昌

な

い

手

藪

科

の

相
は
，

次

晒

各
号

忙

掲
庁

局

区
分

ヒ

応

じ
、

モ

れ
ぞ

れ
当

痕

各

号

忙

定

出

る

伽

と

す

昌
．

一

唾
鐵

岨

の

與

過

ヒ

係

る

酢

可

⑰

更

新

＾
第
三

号

に

鶉

げ

呂

も

の

崔
除

く
、
〕

二

万
六

干
一
一
旺

円

二

匡

審

器
晒
岨

拍
ヒ
係

る
許
可

肥
更
擶

＾
次
号
忙

担

貯

暑
も

切
崔

隙

く
Ｊ

二

万

六

千
一
一
百

円

三

｝
ら

舳

物

晒

た

め

に

使

用

吉
ｈ

呂

こ
と

が

目
帥

と

さ
れ
て
い
昌
厘
竈

吊

嗜
藁
部
外

品
又
時

医
疽
樹

器

の

顯

迫

に

係

君

酢

可

晒

１

新

一

万

三

千

五

百

用

＾
ｏ

子
仙

軸

処

埋

組
㎜

崔

使

用

す

る

邊

合

忙

畠

ｏ

て

胆
、

一

万

三

千

二

百

円
〕

＾
外

国

理

遭

業

者

の

認

定

の

申

肺

に

係

る

手

蛾

料

の

笛
〕

毘
五
集

抽

第
七

十

＾
条

第
一

項

第
五

号

に

掲
け

壱

昔

＾
次

項

に

掘

定

す

有

者

崔
蛛

く
。
〕
加

同
集

蟷

Ｈ
項

の

規

走

に

よ

ｏ

国

に

榊

出

な

け

航

ぱ

な

ら

な

い

手

数

料

ω

獺

は
、

次

の

告

丹

忙

掲

げ

る

区

分

に

応

じ
、

そ

れ
．
モ

れ

当

噛

各

号
ヒ

定

出

る

櫨

と

す

昌
，

一

医
弗

品

の

型
拍

に

係

る

哩

定

＾
蹄

四

丹

に

掴

げ

苫

も
の
崔
除

く
心

二

万
九
千
四
百

円

二

医

亜

部

外

品
の

黎
措

に

係

る

盟

定

＾
第

四

号

に

掴

肝

る

も

の

崔

職

く
．
〕

一

万

九

千

四

百

円

三

医

炭

櫨

器

の

理

遭

に

係

る

哩

定

＾
次

号

に

掴

け

呂

も

の

崔

除

く
Ｊ

一

万

九

千

四

百

円

西

専

呂

頸

物

晒

た

喧

に

使

用

吉

打

る
，」
と

が

目
的

と

吉

れ

て

い

呂

属

藁

品
，

医

薬

部

外

品

又

喧

医

疵

槻

器

晒

蝿

描

に

係

君

調
定

一
一
万

五

百

円

｛
掘

手

楠

報

剋

理

租

撒

左

使

用

す

る

場

合
ヒ

由

コ

て

吐
、

＝

万

三

百

円
〕

皇

法
第
七

十
八
集

第
一
項
蹄
玉
号

に
掲
け
昌

者

＾
怯
第

十

三

楽

の

三

鏑

三

項

に
培

い

て

醜

み
替

え

て

鞘

用
す

る

桂

艶

十

三

集

第

六

項
肥

盟

定

切

区

分

の
変

厘

又

は

追

加

の

認

定

切

申

砧

由

す

着

吉

に

眼

昌
Ｊ

崩

法

第

七

十

八

条

舘

一

項

田

規

定

に

よ

鉋

回

に

納

肪

な

け

れ

ぱ

な

呂

な

い

手

数

料

の

獺

鶯
ヨ

次

切

告

号

に

掲

げ

石

区

分

に

応

じ
・

モ

れ

ぞ

れ

当
眩

告

号

に

定

め

昌

舘

と
す

る
．

一

医

麩

品
■

唾

藁

部

外

品

又

肚

厘
邊

欄

器

晒

製

辿

ヒ

係

る

詔

定

晒

匡

分

の

班

更

又

は

追

加

切

冊

定

＾
吹

号

に

掲

げ

る

も

画

崔

除

く
、
〕

一

万

九

千

四

百

円

二

専

呂

軸
勒

の

た

め
に

使

用

昔

れ

る
｝」
と

洲

目

的

と

さ

れ

て

い

る

医

藁

品
、

膣

弗

部

外

品

貝

は

医

療

触

器

碗

製

追

に

係

る

獺

定

切

区

分

の

変

更

又

ほ

追

加

田

囲

定

＝
万
五
百

円

＾
電

子
柚
朝

蛆
埋
抽

蝦
左
使
用
す

る

坦

合

忙

畠

コ

て

ほ
、

二

五

三

百

円
〕

３

前
一
一
項
に

規

定

す

る

者

ヒ

俳

る

法

第

八

十

三

乗

鏑
一

項

切

規

定

ヒ

よ

ｏ

跣
み

替

え

て

適

用

吉

れ

る

怯

第

十

長

乗

切

三

第

一

項

の

囲

定

の

申

鴉

に

つ

音
、

邊

林

水

曲

犬

臣
崩
，

浩

第

八

士
一
菟

篇

一

項

回

規

定

に

よ

ｏ

蹄

み
替

え

て

軸

用
昔

血

る

法

錆

十

三

条

第

五

項

＾
法

第
十
一一一
集

切

三

鏑

三

項

忙

畠

い

て

坤

用

す

昌

邊

合

忙

限

昌
．）
晒

親

定

に

よ

る

夷

地

の

囲
査

在

行

う

た

め
、
．
当

破

刷

員

在
、

当

眩

眈

古

を

行

う

施

眼

晒

所
在

地

に

出

胴
昔

世

君

必

理

拙

あ

る

と

脇

め

石

坦

舎

仁

曲

け

る

前

二

項

に

規

走

す

暑

岩
ヒ
蹄

君
港
第

八
十
司
棄

第
一

項
の
規

定
忙
よ
ｏ
醐
み

神
え
τ
適
用
さ
れ
る
法

第
七
十
八
葉
第

一
項
切
政
令
で

定

め

る

手

描

糾

の

竈

は
、

蜻

一

項

第

四

号

又
は

前

項

窮

＝

号

面

規

定
に

か

か

わ

昌

ず
、

こ

刑

邑

の

規

定

ヒ

定

め

看

額

に
、

次

に

掴

げ

る

紬

の

合

肝

獺

在

加

東

し

た

獺

と

す

る
．


